
雑品（本庁用）年間単価契約の見積合せについて 

 

令和８年２月 27 日 

広島県会計管理部契約・調達管理課 

 

雑品（本庁用）購入に係る令和８年度の年間単価契約を締結するため、見積合せを行

います。 

参加を希望される方は、見積書に別紙「雑品見積明細書」を添付のうえ割印し、令和

８年３月 18 日（木）16 時までに契約・調達管理課へ提出してください。なお、全ての品

目を記入する必要はありません。契約を希望する品目のみ記入してください。 

見積単価は、消費税及び地方消費税相当額（10％）を含む金額（円単位とし円未満の

端数はないものとする）を記入してください。 

 

１　対 象 品 目：３件（別紙内訳書のとおり） 

　　　　　　　　　　納品される製品は、すべて新品かつ未開封のものにすること。 

 

２　納　　　　　期：令和８年４月１日から令和９年３月 31 日 

 

３　納　入　場　所： 納入場所一覧のとおり 

契約・調達管理課（各要求課）、西部総務事務所、西部県税事務所、

広島中央警察署 

　　　　　　　　　　　 　 

４　見積書提出期限：令和８年３月 18 日（木）16 時 

 

５　提 出 場 所：契約・調達管理課調達グループ 

〒730-8511　広島市中区基町 10-52 

TEL082-513-2141　FAX082-228-5392 

 

６　参 加 資 格：令和６年広島県告示第 607 号（令和７年から令和９年までの間にお

いて県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に

必要な資格等）によって「01A 用紙」から「01C 印章・印判」、「04A

情報通信機器」から「04E 家庭用電化製品」、「18D 生活用品」又は

「19Z その他物品」の資格を認定されている者であること。 

 

７　見積合せの方法：各品目ごとに、最も低い金額を提示した事業者と契約します。 

　 

８　納入する規格：内訳書に製品が複数ある品目は、納入する製品をひとつに限定し、

○で囲んでください。 

なお、同等品で提出される場合は令和８年３月 10 日（火）16 時まで

に同等品確認申請書を契約・調達管理課に提出し、事前に確認を受け

てください。 

 

９　物　品　発　注：発注は原則として毎月１回（11 日過ぎ）とし、契約・調達管理課

から各機関毎の納入を指示するが、発注のない場合もある。納入は原

則として毎月１回（25 日頃）とする。 

 

（次ページに続く） 

 

 



10　納  入  方  法：本庁地区（西部総務事務所、広島中央警察署を含む。）に  
おいては、契約・調達管理課で検査を受けた後、納入課所別用品一覧表  
の納入先名欄に表示された所属へ遅滞なく納入  
すること。  

　　　          　なお、西部県税事務所の発注した用品は、（広島市東区光町二丁目１ 

番 14 号）へ納入すること。 

 

11　納入時の留意事項 

（1）納入・物品検査を円滑に行う観点から、事前にその納入予定日時等を納入先に連絡 

をするよう努めること。 

（2）運送業者を利用して納入する場合であっても、上記 10 の納入課所別用品一覧表に 

より、遅滞なく各所属や保管場所への搬入を行うよう、事前に運送業者と調整してお 

くこと。 

 

12　代金の支払 

事業者は、契約・調達管理課へ請求書及び検査結果（納入課所別用品一覧表）を提

出する。契約・調達管理課は、記載内容を確認の上、口座振替により事業者へ支払う。 


